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１．設立年月日：昭和３４年１１月２４日
「全国身体障害者更生施設長会」として発足し、平成２年９月５日に現名称に変更

２．活動目的及び主な活動内容：

 当会は、障害者総合支援法の施行前は、旧身体障害者更生施設の長をもって組織され、同法施行
後は、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、生活介護等を行う施設等の長をもって組織し活動している。
目的は、相互の連絡と親睦を図り、障害者のリハビリテーション等の業務の向上に寄与することとし、
①障害者のリハビリテーション等に関する調査、研究並びに情報交換、②障害者のリハビリテーショ
ン等に関する研究集会の開催、③その他、本会の目的達成に必要な業務を行うこととしている。
毎年の研究集会の場では、講演やシンポジウム、研究発表の場を通し、自立訓練等で行う支援の在
り方や実際についての研究成果を学び合っている。また、自立訓練（機能訓練）の実態調査や、その
役割についての研究活動、障害者総合福祉事業や厚生労働科学研究に参加しての社会リハビリ
テーションに関する標準的支援プログラムや効果指標の研究を行ってきている。発足から６６年という
歴史のある会である。

【主な活動内容】
・ 全国障害者リハビリテーション研究集会の開催
・ 研修委員会、広報委員会、政策検討委員会による各活動
・ 全国の地域をブロックで分け、ブロック単位での研修、情報共有、親睦等の活動
・ ホームページの開設

３．加盟団体数（又は支部数等）：４３施設（令和７年４月時点）

４．会員数：４３施設の職員（令和７年４月時点）

５．代表： 代表 菊地 尚久

全国障害者自立訓練事業所協議会の概要
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）

自立訓練（機能訓練）事業の利用状況と地域格差について

１．自立訓練（機能訓練）の利用実績について
令和６年度報酬改定により自立訓練（機能訓練）のサービス費が、利用定員20人以下で、815単位から819単位となり
０．４９％の上昇となった。 また、リハビリテーション加算においても、SIMの実施とプログラムの公表により新たな加算
が得られるようになり、加算対象となった場合を含めると１％の上昇であった。
国の統計では、令和７年７月時点の障害福祉サービスの利用者数は増加しているにも関わらず、自立訓練（機能訓
練）利用者延べ人数は２，２２１人であり、令和５年平均２，２５９人と比較しても微減状態は変わらず、令和６年度報酬
改定が、現時点では自立訓練（機能訓練）の利用向上に及ぼした影響はほぼないと言える。（資料１）
一方で、全国の機能訓練の事業所数、利用者数は相変わらず非常に少なく、利用者の状況においても、令和７年７
月時点で、自立訓練（機能訓練）の延べ利用者数は、同様に有期限である自立訓練（生活訓練）との比較で７分の１、
就労移行支援との比較でも僅か１８分の１であった。
また、令和７年7月15日時点の国の統計では、自立訓練（機能訓練）の見込み量と実績との比較において、令和３年
度は実績が見込み値の４３．８％、４年度は４４．９％、５年度は４０．９％となっており、地方自治体の見込み量とも乖離
している（資料２）
自立訓練（機能訓練）の一定の利用効果が確認され、潜在的利用対象者が一定存在している中で、利用できる事業
所が極めて少ないことから、また、利用が必要な利用者がサービスを受けることができておらず大きな問題である。

２．自立訓練（機能訓練）の地域格差について
国の統計によると、令和７年７月の自立訓練（機能訓練）の都道府県における利用状況を見ると、地域格差が非常に
大きく利用が全くない都道府県も見られた。これを人口100万人あたりで見てみると、利用の少ない都道府県は０人、最
も多い都道府県は４１．７人であった。（資料３）
都道府県により地域格差があるみことで、特定地域においては必要な利用者に充分支援が届いていない状況があり
大きな問題である。
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自立訓練（機能訓練）の利用実績の悪さ、地域格差の解消に向けて

１．利用実績が悪い理由

①事業の支援内容にばらつきがあること
    これまでの調査から、自立訓練を利用することにより、利用者の自立度や社会生活力が高まり、多くの利用者が
日中活動を伴う地域生活に繋がっていること、一定の利用者が就労や復職、就労移行支援の利用に繋がっているこ
とが確認できた 。

    一方で、サービス内容においては、指定事業所と基準該当、共生型事業所では大きく異なり、指定事業所間でも
ばらつきが見られた（２）。

  支援内容が一定の指標に基づき成果の上がる方向に整備・統一されれば、これまでの調査で示された利用者の
地域生活や就労状況は更に向上し、利用価値が高まるものと思われる。

②サービス内容についての認知度の低さ
    事業所数の少なさ等から、自立訓練の行っているサービス内容の認知度の低さがある。特に機能訓練は、利用者
の多くが介護保険第２号被保険者で一部の者には復職や就労の可能性があるが、自立訓練のサービス内容につい
ての認知度が低いことや身近に自立訓練事業所がないために、「回復リハビリテーション病院と機能訓練を連続的
に利用することで社会復帰の道筋をつけていくことが望ましい」と先行研究にあるものの（１） 、それらの者が回復期リ
ハビリテーション病棟から高齢者対象の介護保険サービスに繋がっている場合が多い。
自立訓練を利用することで利用者が自立した社会生活を営めるようになること、高次脳機能障害やその他の障害

特性に応じたプログラムを提供していること、就労移行支援利用、就労等に繋がる等、就労訓練前段階の訓練とし
て有効であることの認知も少ない。また、地方自治体においても、介護保険優先原則のもと、自立訓練の利用が有
効と思われる障害者に対して介護保険サービスを優先するという事例が複数寄せられている 。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）
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③経営基盤の脆弱性の問題
    これまでの調査から、自立訓練を行っている事業所が経営面で苦慮していることが確認できた。有期限の利用と
なるため利用定員の維持管理が難しいことや、利用充足率が低いこと、機能訓練では多様なプログラムに対応する
ために多くの事業所の職員が加配置の状況であることも理由となる。他の事業収入に依存するか障害福祉サービ
ス以外の補填がなければ経営が難しい状況にある。
国の行っている経営実態調査においても、令和５年の調査での機能訓練の収支は３．１％黒字（全体平均５．３％

黒字）と、平均からは低い。ただし、経営実態調査における収入には法人内補填や都道府県等による指定管理委託
料がふくまれており、平成30年度の障害者総合福祉推進事業における調査では、法人内や地方自治体の補填を除
くと、マイナス40%の赤字であることが確認できている（資料４）。

 また、令和６年度報酬改定において、リハビリテーション加算にＳＩＭを活用して評価を実施等した場合に評価され
るようになったものの、まだＳＩＭを活用した評価が充分実施されていない。

④利用手続きの問題
機能訓練の利用者の多くが、回復期リハビリテーション病棟等からの利用であり、退院後直ちに家庭復帰すること
が難しいため直接入所利用を希望する場合が多い。身体に障害がある場合、身体障害者手帳の交付、受給者証の
交付、相談支援事業所との契約、サービス等利用計画の作成等、利用手続きにかなりの時間を要するため、退院ま
でに利用手続きが間に合わず利用ができない場合や、一旦老人保健施設等で待機せざるを得ない場合が見られる。
また、機能訓練の利用が有効である者が、手続きが簡便な介護保険サービスの利用となる場合もある。また、症状
固定の６カ月後に手帳が交付される場合や、高次脳機能障害を併発している場合でも、精神障害者の扱いとせず身
体障害者手帳がないと利用を認めない地方自治体もあり、必要な利用者に支援が適切なタイミングで届きにくい状
態がある。    
特に、40歳～64歳の介護保険第2号被保険者の場合は、復職のニーズも多く、自立訓練を利用することで就労移
行支援の利用に繋がり復職に至る事例や福祉的就労につながる等の事例が多くあるものの、そのまま高齢者と共
に介護保険サービスを利用して過ごすことになった事例や、本人の不適用から介護保険サービス利用後に機能訓
練を利用する事例も聞かれている。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）
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課題に対する提案
（１）機能訓練のサービス費について
   まずは、③に対して早急に対策を講じていただきたい。具体的には、自立訓練（機能訓練）のサービス費を全サービ
スの平均値以上に引き上げて頂きたい。

（２）ＳＩＭの普及
   次に、 ①②③に対する解決策の1つとして、リハビリテーション加算の要件となった SIMの普及が有効と考える。ＳＩＭ
は、自立訓練の利用者の社会生活の自立度を測る指標として開発されたもので、先の研究で自立訓練の役割とし
て整理された「一定期間の訓練等により、利用者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができる
ようにする」（３）ための支援の効果を測る指標となる。SIMを全国の自立訓練事業所の評価指標として用いることで、
全国の自立訓練事業所が、ＳＩＭに沿った支援の方法を研究し成果を上げようとすることで、支援の方向性を与える
ことや支援の質の向上に繋がることが期待できる。

    また、その成果を関係機関や団体等に客観的に示すことにより、自立訓練の目的や役割を分かりやすく普及する
ことかでき、そのことにより自立訓練の利用が促進されれば、SIMによる加算の取得による効化も含め事業所経営の
安定化にもつながり、サービスを必要とする利用者への支援基盤が改善される。

    それらの理由から、当会としても会員対象にSIMの普及研修に注力しているところであるが、同様に支援内容にば
らつきのある自立訓練（生活訓練）も含め、会員外以外の事業所に広く研修を行える状態にない。国においては、令
和７、８年度厚生労働科学研究「自立訓練をより効果的に提供するための研究」を活用し、全国の自立訓練事業所
が積極的にSIMを導入し活用していけるよう、SIMの普及を進めて頂きたい。

（３）病院から自立訓練を利用する場合の手続きの効率化について
   ④の解決策に向けて、暫定利用期間中の運用等、何らかの形で身体障害者や高次脳機能障害者が病院から継続
して自立訓練を利用する場合に、スムーズな利用を図れるようにして頂きたい。

（４）その他
なお、地域格差の解消に向けては、令和６年度報酬改定において、病院、診療所が共生型、基準該当で自立訓練
（機能訓練）に参入できるようになったものの、ほとんど実績がないため促進して頂きたい。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

6



注釈
（１）：令和3年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書「回復期リハビリテーション

病院の生活期支援に関する実態調査に関する検討」145ｐより引用
（２）：厚生労働省 平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査

 研究」報告書５２ｐ以下「（２）訓練・支援内容」、18７ｐ、１８８ｐ「３．課題等とそれに対する提言」に詳細記述
（３）：厚生労働省 平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査

 研究」報告書184ｐ「（２）役割」より引用

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）
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資料１－１ 厚生労働省統計資料
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資料１－２ 厚生労働省統計資料（抜粋）

３ サービス種類毎の利用者数の推移（令和７年4月～）

（１） 利用者数（延べ人数）の推移
（令和３年度～令和６年度、令和７年４月～） （単位：人）

自立訓練（機能訓練） 自立訓練（生活訓練） 就労移行支援

令和3年度（平均） 2,090 13,563 35,607
令和4年度（平均） 2,157 14,030 35,857
令和5年度（平均） 2,259 14,596 36,882
令和6年度（平均） 2,183 15,369 37,410
令和７年４月 2,159 15,732 37,803
令和７年５月 2,174 15,856 38,313
令和７年６月 2,191 15,961 38,561
令和７年７月 2,221 15,989 39,299

9



事業所数
(月平均)

利用者数
(月平均)

費用額
(百万円)

費用額
割合(％)

推移

生活介護 12,279 298,891 832,215 24.3 増加

就労継続B型 15,748 319,116 478,044 14.0 増加

就労継続A型 4,323 82,329 160,473 4.8 増加

自立訓練(生活訓練) 1,294 14,030 22,338 0.7 増加

自立訓練(機能訓練) 183 2,157 2,612 0.1 微減

令和６年度報酬改定検討チーム資料を基にした
障害福祉サービス事業所数等比較

資料１－３ 厚生労働省統計資料（抜粋）
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資料２ 社会保障審議会障害者部会 第148回(R7.7.24) 資料１
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資料３ 厚生労働省統計資料（都道府県別の利用状況（令和７年７月））を基にしたグラフ
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人口１００万人当たりの自立訓練（機能訓練）の利用者数
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資料４－１ 厚生労働省 平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、
生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

指定機能訓練の収支状況
回答21事業所の合計値
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資料４－２ 厚生労働省 平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

指定機能訓練の事業活動収益とサービス活動費用の収支分布状況
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